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かすかベンチャー
応援補助金
�問 �問商工振興課�
（ TEL 048-797-8029）

　市内の指定区域で空き店舗を利用して創業
する人を対象に、創業の際にかかる費用の一
部を予算の範囲内で補助します。
申し込み▶4/1㈫〜10/20㈪に、必要書類など
を持って直接、市役所第二庁舎3階商工振興課へ
提出してください
※�予算額に達し次第終了。申込書類は市�WEB、または同課で。
なお、補助金の交付に当たっては有識者による審査が
あります

住宅リフォーム
助成制度
�問 �問住宅政策課�
（ TEL 048-796-8159）

　自己用住宅をリフォームす
る費用の一部を助成します。
対象▶4/1㈫以降に契約し、
令和8年2/27㈮までに完了
報告ができ、工事費20万円以
上のもの
※外壁塗装などの外装工事は市内業者のみ

助成額・助成率
助成額▶最大10万円
助成率�▶市内事業者施工の場合10パーセント　

▶市外事業者施工の場合5パーセント
申し込み▶5/12㈪以降に、必要書類などを
持って直接、市役所4階住宅政策課へ
※予算額に達し次第終了。申込書類は市�WEB、または同課で

個人住宅向け�
太陽光・蓄電池�
設備設置補助金
�問 �問環境政策課�
（ TEL 048-736-1136）

　4/1㈫以降に契約し、以下の対象設備を設
置する人に補助金を交付します（要事前申請）。
対象設備・補助金額

対象設備 補助金額

①太陽光発電設備 1キロワットあたり4
万円（上限16万円）

②�定置用リチウムイ
オン蓄電池設備

1キロワット時あたり
4万円（上限20万円）

主な対象条件▶自己用住宅（建築予定を含む）
に設置すること　※補助増額地域あり
申し込み▶5/1㈭～
※�市内事業者向けに同様の補助制度を令和7年度に実施
予定

◀�この補助金を活
用して開業した
店舗はこちら

詳しくは
市�WEBで▶

詳しくは
市�WEBで▶

▲詳しくは
市�WEBで

家庭用防犯カメラの設置費用の一部を補助します
�問くらしの安全課（ TEL 048-736-1126）

　市民の日常生活における安全確保のため、
防犯カメラ設置費用の一部を補助します。
対象者　
・�自らが居住する住宅（事務所、店舗、これら
に類する用途を兼ねる家屋も含む）へ設置
する人

・�本市の住民基本台帳に記載されている人
・�市税を滞納していない人
・�年内に設置が完了する人　など
対象機器
　自宅および敷地内などを24時間継続して撮
影し、画像または映像を記録する機能を備え
た屋外に設置する防犯カメラ

補助金額
　消費税を除く補助対象経費の2分の1（上限
2万円、千円未満の端数は切り捨て）
申し込み
　4/21㈪～5/16㈮（消印有効）に電子申請、
または郵送（簡易書留またはレターパックプ
ラス）で、〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所くらしの安全課へ
※�詳しい応募内容および申請様式などは、市�WEBで。また、
申請様式は各公民館、武里出張所、庄和総合支所2階総
務担当でも配布
申請時に必要なもの
・�設置する防犯カメラの概要が分かる資料（カ
タログなど）

・�経費内容が分かる見積書の写し
・�設置予定箇所の現況写真
・�防犯カメラの適正運用に関する誓約書
・�申請者の現住所が分かる本人確認書類（運
転免許証など）の写し　など

※予算を超えた場合は抽選

＜注意＞交付決定前に購入することはできません

補助金支払い（口座振り込み）

補助金交付を請求

交付額確定通知書・交付請求書
を送付

申請した防犯カメラの購入・設置
設置後、実績報告書を提出

補助金交付決定通知書を送付
（5月下旬～ 6月上旬発送）

申請（郵送または電子申請）

市
申
請
者

※�市では、業者を斡
あっ
旋
せん
していません。斡旋を宣伝する業者

には十分にご注意ください

対象外経費
・�補助の交付決定前に購入、設置したもの
・��既存設備の修繕、移設、撤去および設置工事のみに
要する費用
・�画像および映像を保存するためのスマートフォン
やタブレットの購入などの費用
・�リース品や中古品
・�防犯カメラの保守点検、維持管理などに係る費用　
など

�問 �問高齢者支援課�
（ TEL 048-736-1114）

　高齢者の積極的な社会参加を支援するた
め、補聴器の購入に要する費用の一部を補
助します。
 実施時期 …7月～
 対 象  …以下の全ての要件を満たしている人
❶市内在住の65歳以上の人　❷市民税非課
税世帯に属する人または生活保護世帯に属
する人　❸両耳の聴力レベルが40デシベル
以上で、身体障害者手帳の交付の対象とな
らない人　❹耳鼻咽

い ん こ う

喉科の指定医師※が補
聴器の必要性を認めた人（事前の検診の結
果が上記の聴力レベルの場合、意見書の記
載が必要）
※身体障害者福祉法による、障害区分が聴覚の指定医師

 補助額 …管理医療機器の補聴器購入にかか
る費用、または2万円のいずれか低い額
 補助対象補聴器 …管理医療機器の補聴器本体
（いわゆる集音器や付属品、修理調整費用は
対象外）

7月から補聴器購入費用の
一部を補助します

補聴器購入前に申請
対象❷に該当するか確認

耳鼻咽喉科指定医師を受診
対象❸に該当したら、市指定の
様式に意見書を記載してもらう
※�申請にかかる受診料、検査料、文
書料、送料などは自己負担

管理医療機器の
補聴器販売店で
見積書を取得し、
市に申請

市から交付決定通知書が
届いたら、
補聴器を購入

申請方法

交付決定前に購入し
た場合は補助の対象
にならないので注意
してください！
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 注意事項 
●申請書･ 意見書や、申請から購入までの具体
的な流れなど、詳しくは市 WEB に掲載してい
ますので、事前に必ず読む（同課窓口でも配布
しています）か、同課に問い合わせてください
●毎年度予算の範囲内での補助
となります
●申請締め切りは毎年2月末日
です

必須!

詳しくは市�WEBで▶


